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　殺人や暴行、交通犯罪などの犯罪行為は、平穏な暮らしの中で突然起きるもので、誰もが
その被害者になり得ます。
　犯罪に遭われた人やその家族は、犯罪による直接的な被害以外にも様々な被害が降りかか
ることが少なくありません。大切な人を突然奪われた場合の精神的ショックは計り知れませ
んし、暴力などを受けたときの記憶は、その後も長い間被害者を苦しめることになります。
この他にも、医療費の負担や失職・転職などによる経済的困窮、捜査や裁判の過程における
精神的・時間的負担、周囲の人々によるうわさ話やマスコミの取材・報道による精神的被害
など、犯罪後に生じる二次的被害も考えられます。
　内閣府の調査によれば、犯罪被害に遭った人の５人に１人が「いつまで沈んでいるんだ」
といった叱咤・激励、「忘れなさい」「運が悪かった」といった言葉で傷ついたと答えています。
一方で、犯罪被害に遭った人の約半数は、周囲の人が「普段どおり接する」ことで精神的に
落ち着いたと答えています。
　被害者等が置かれた状況は一人ひとり異なり、被害からの回復は簡単なことではありませ
んが、身近な人たちが彼らの状況や心情を理解し、その人の気持ちに寄り添って接すること
が回復への大きな支えとなります。犯罪被害者やその家族の立場に立ち、私たち一人ひとり
の問題として考えてみましょう。

◆ ◆ ◆ 犯罪被害者とその家族 ◆ ◆ ◆

誰もが心豊かに暮らせる社会の実現を目指して
人権学習シリーズ⑬

問生活環境課　撒（57）4132

町 民  活 動 団 体 紹 介  ６

団体名
◆活動内容

◆活動日

◆ひとこと

　みなさんも楽しく、元気に町民活動に取り組んでみませんか。　　　　　　　　　　　　　　　
　ご興味のある方は、ボランティア支援センターきらり館まで、お気軽にお問い合わせください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　問ボランティア支援センターきらり館　撒（23）1231

のぎまちづくりネットワーク

　シニア世代の力を活かしたまちづくりを協働で
　進めると共に、町民の皆様のニーズ沿った課題
　を事業化し地域の活性化を図ります。

　毎月第３木曜日

　毎年、のぎの楽市「えんにち」を開催し夏はビールまつり、春は仮装コンテスト等、駅前商店街
に賑わいを取り戻すための活動を行っています。又、ひまわりフェスティバルでは駅前案内所開設、
地域デビュー講座をきらり館共催で開講しています。会員募集中！

◆連絡先
　浜田　敏路　撒 0280（56）0382

より良い地域づくりのため活動をしている団体を紹介します

◆活動場所
　ボランティア支援センター（きらり館）

◆会員数
　１４名

町民活動とは、営利を目的とせ
ず、社会的な課題の解決に向け
て町民が主体となって行う社会
貢献活動のことです。


